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議決事項 第６号 一般旅客自動車運送事業用自動車等の停留所等への駐停車について

●道路交通法
（停車及び駐車を禁止する場所）
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部
分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、
又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十
メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている
位置から十メートル以内の部分（当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面
電車の運行時間中に限る。）
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
（罰則 第一項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項）
２ 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車す
るとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
二 道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車（同号イに規定する一般乗合旅
客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するもの
を除く。第四十九条の三第一項において「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。）又は同法第七十八条第二号に規
定する自家用有償旅客運送の用に供する自動車（同項において「自家用有償旅客運送自動車」という。）が、乗合自動車
の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整す
るため駐車するとき（当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保
するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、同法
第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停車又は駐車に関係のある者とし
て内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。）。
（昭三九法九一・昭四六法九八・昭五三法五三・平二法七三・平一六法九〇・平一九法九〇・令二法四二・一部改正）
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新型コロナウイルス感染拡大による公共交通への影響について

２

コロナウイルスによる影響もあるが、地域の人口減少など以前からの利用
者の減少傾向が続いている。

利用者がある程度限定されているため、コロナによる大きな落込み
は見られない。栃尾地域は本格運行に向けた利用促進キャンペーン
（３月）や、４月からの運行エリアの拡大により増加。

バス、タクシー共に、昨年の４、５月の大きな落込みからやや回復傾向にあったが、秋以降の全国、県内での感染拡大の影響により、運送収入、利用
者数ともに影響が長期化し、Ｒ３年４月、５月の県内、市内の感染拡大により更に減少。
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令和３年度 新型コロナウイルス感染症対応事業の概要

＜目的・概要＞

新型コロナウイルスワクチン接種に係る高齢者の移動
を支援するため、市政だより６月号に６５歳以上の高齢者
限定のタクシー割引券を掲載し、ワクチン接種会場と自宅
間のタクシー料金の割引きを行う。

・掲載する割引券は500円券×４枚
※１回に２枚利用可能（運賃が1000円以上の場合）
・市政だよりは世帯に一冊しか配布されないことから、
各集団接種会場、本庁、各支所、コミセン等にも割引券
を設置し利用を促進。
・タクシーの営業所が無い地域（三島、与板、和島地域）
については、長岡市ハイヤー協会と連携し、集団接種
日にタクシーを臨時配車し、タクシーが利用しやすい
環境を確保。

＜割引対象交通機関＞
・長岡市内に営業所があるタクシー（１６社）
※長岡市ﾊｲﾔｰ・ﾀｸｼｰ共通「タクシーご利用券」取扱事業者

＜利用期限＞
令和３年８月３１日まで

＜予算額＞
３，０００万円 （市補助金）

●新型コロナウイルスワクチン接種高齢者移動支援事業

※集団接種会場などに設置・配布したチラシ
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循環バス（くるりん）ICカード利用状況について

４

・中島経由（内回り）

・関東町経由（内回り）
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＜停留所別ICカード利用者乗降人数（3/20～5/31）＞

＜収入別ＩＣｶｰﾄﾞ利用割合＞

※3/20（土）からICカードを導入
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順位 乗車停留所 → 降車停留所 人数

1 長岡駅前 → センタープラザ前 44

2 長岡駅前 → イオン長岡店前 41

3 ハイブ長岡 → 長岡駅前 36

4 長岡駅前 → 大島3丁目 32

5 センタープラザ前 → 長岡駅前 27

6 イオン長岡店前 → 長岡駅前 23

7 長岡駅前 → 長岡西病院前 22

8 長岡駅前 → 西長岡 18

9 長岡駅前 → 千手3丁目 16

10 長岡駅前 → 本社営業所前 10

10 長岡西病院前 → センタープラザ前 10

10 日赤病院前 → 中島6丁目 10

10 中島6丁目 → 大手大橋東詰 10

順位 乗車停留所 → 降車停留所 人数

1 センタープラザ前 → 長岡駅前 54

2 イオン長岡店前 → 長岡駅前 40

3 長岡駅前 → センタープラザ前 32

4 大島3丁目 → 長岡駅前 25

5 日赤病院前 → 長岡駅前 20

6 長岡駅前 → 県立近代美術館前 18

6 センタープラザ前 → 大島3丁目 18

8 長岡駅前 → 中島4丁目 16

9 日赤病院前 → 大島3丁目 15

9 県立近代美術館前 → 長岡駅前 15

順位 乗車停留所 → 降車停留所 人数

1 長岡駅前 → 県立近代美術館前 85

2 長岡駅前 → センタープラザ前 53

3 センタープラザ前 → 長岡駅前 31

4 長岡駅前 → 日赤病院前 26

5 イオン長岡店前 → 長岡駅前 20

6 長岡駅前 → 長岡大橋東詰 17

7 県立近代美術館前 → 長岡駅前 16

8 日赤病院前 → 長岡駅前 15

9 長岡駅前 → 神田町 13

10 長岡西病院前 → 長岡駅前 13

順位 乗車停留所 → 降車停留所 人数

1 長岡駅前 → 長岡西病院前 37

2 長岡駅前 → 大島3丁目 36

3 センタープラザ前 → 長岡駅前 26

4 長岡駅前 → イオン長岡店前 25

5 長岡駅前 → センタープラザ前 22

6 長岡駅前 → ハイブ長岡 22

7 イオン長岡店前 → 長岡駅前 21

8 大島3丁目 → 日赤病院前 17

9 長岡駅前 → 大手大橋西詰 15

10 千手3丁目 → イオン長岡店前 13

10 イオン長岡店前 → 神田1丁目 13

図：くるりんルート図

運行本数（日）：6本

運行本数（日）：5本 運行本数（日）：5本

運行本数（日）：5本

ＩＣカード利用者数
３月 352人 3/20～3/31
４月 825人
５月 786人


